
＜平成２５年１２月 第４回定例会 一般質問議事録より＞ 

◆４番（山本みちよ君） 

このヘルプカードには、緊急連絡先や必要な支援内容などが記載されていて、

障がいのある方たちが、災害時や日常生活の中で困ったときに、周りにいる人

たちへ、自分の持っている障がいへの理解、支援を求めるためのものでありま

す。こうしたカードは、特に聴覚障がい者、知的障がい者など、一目では障が

いを持たれているとわからない方が、周りの方に支援を求めるときには、大変

に有効であり、役に立ったと言われております。 

このヘルプカードについては、これまでも早目の導入を求めてまいりました。

ここで、東京都によるヘルプカードに関するガイドラインを受け、立川市でも

標準様式のカードが定められたことと思いますが、この件についての進捗状況

をお聞かせ願います。 

また、ヘルプカードの導入に当たっての課題などがありましたら、あわせてお

聞かせください。 

 

◎福祉保健部長（田中準也君） 

ヘルプカードでございますけれども、ヘルプカードは、コミュニケーション等

が困難な障害者の方が、災害や公共交通機関利用時に、周囲の方に支援を求め

る際に有効なツールということで、議員からも御紹介がありましたように、東

京都が平成 24年度にヘルプカードに関するガイドラインというものを作成しま

して、都内で統一的に活用できるよう、デザインですとか形態、カードの標準

様式等を定めまして、障害種別に応じた支援が受けられるように、必要な配慮

や支援方法等を盛り込むということになっております。 

現在は、作成の方向性がまとまりまして、来年度の作成に向けて取り組んでお

ります。課題といたしましては、このカードをつくりますと、やはり一般の方

が、そのカードは何のためにあるのかということの啓発というのも同時に必要

になってまいりますので、それも並行して行っていくということになると思い

ます。 

 



◆４番（山本みちよ君） 

ヘルプカードの導入についての課題点としては、ある意味個人情報を持ち歩く

ことにもなる危険性があるかと思いますが、この点について、立川市では、ど

のような対策をとられていくのか、お伺いいたします。 

また、こうしたカードについては、周りの人に、周知、理解、これが一番大き

な課題であり、最も大切な観点だと思いますが、このことについて具体的なお

考えがありましたらお聞かせください。 

 

◎福祉保健部長（田中準也君） 

ヘルプカードの関係でございますが、確かにヘルプカード、支援が必要の際、

有効なツールとして期待されてはおりますが、その一方では、個人情報の漏え

いであるとか、それから障害者を狙った悪質な犯罪等に利用されるおそれがあ

るといったような声もございます。 

他市の作成様式などの情報収集をしながら、障害者の施策推進委員会や自立支

援協議会等、当事者の声を聞きながら、今、利用しやすい様式について検討し

てきたというところでございます。 

また、運用の際にも、御利用者に対して、注意事項等の周知を図っていくとい

うことと、それから啓発につきましても、広報やホームページはもちろんでご

ざいますけれども、ポスター掲示等、さまざまな機会を使いまして、このカー

ドの啓発に努めてまいりたいというふうに思っております。 

 

◆４番（山本みちよ君） 

ヘルプカードにつきましては、ぜひともそういった個人情報という部分での安

全な活用ができるように、しっかり配慮した活用をお願いしたいと思います。 


